
 

 

公衆浴場法施行細則に規定する書類の様式を定める要綱 

 

制定 令和５年３月17日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公衆浴場法施行細則（昭和32年岡山県規則第65号。以下「規則」

という。）第５条の規定に基づき、公衆浴場法（昭和23年法律第139号。以下「法」と

いう。）、公衆浴場法施行規則（昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。）及

び規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（法令に規定する書類の様式） 

第２条 次の表の左欄に掲げる規定に基づく同表中欄の書類の様式は、それぞれ同表右

欄に定めるとおりとする。 

根拠条項 書類の名称 様 式 

法第２条第１項 公衆浴場営業許可申請書 第１号 

規則第３条第１項 公衆浴場工事完成届書 第２号 

法第２条の２第２項 公衆浴場営業承継届書（譲渡用） 第３号 

法第２条の２第２項 公衆浴場営業承継届書（相続用） 第４号 

法第２条の２第２項 公衆浴場営業承継届書（合併・分割用） 第５号 

省令第４条 公衆浴場営業変更届書 第６号 

省令第４条 公衆浴場営業停止・廃止届書 第７号 

 

 附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年10月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年12月13日から施行する。 

２ この要綱による改正前の要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 



 

 

様式第１号 

 

公衆浴場営業許可申請書 

 

      年   月   日 

岡山県知事 殿 

 

申 請 者 

 

住所 （法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

電話番号  

氏名
ふりがな

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

生年月日 年     月     日 

 

公衆浴場の営業許可を受けたいので、公衆浴場法（昭和23年法律第139号）第２条第1項の規定

により、次のとおり申請します。 

名称  

所在地 
 

（電話番号                      ） 

衛生管理責任者名及び連絡先  

公衆浴場の種類 

一般公衆浴場 ・ その他の公衆浴場（           ） 

※一般公衆浴場を設置する場合は、既設の一般公衆浴場との直線距離 

300ｍ未満（一般公衆浴場名：           距離：     ｍ）  ・  300ｍ以上 

工事着手予定年月日          年     月     日 

工事完成予定年月日          年     月     日 

営業開始予定年月日          年     月     日 

営業時間             ～            

入浴料金（一般公衆浴場の場合） 大人：      円  中人：      円  小人：      円 

利用見込者数          人／日 

原水の種類 水道水 ・ 温泉水 ・ 井戸水 ・ その他（            ） 



 

 

構造設備 

男女の区分 男 女 

脱衣室 

床面積 ㎡ ㎡ 

衣類等の保管設備 人分 人分 

床面での照度 ルクス ルクス 

床面の材質   

換気設備 自然換気 ・ 機械換気（   ） 自然換気 ・ 機械換気（   ） 

外部からの見通し状況  不可能 ・ 可能 不可能 ・ 可能 

便所 便器数 小 便 器 ：    個  、 兼 用 ：    個              個 

浴室 

洗い場床面積 ㎡ ㎡ 

床面での照度 ルクス ルクス 

床面の材質   

浴槽数 
屋内：            ヶ所 

屋外：            ヶ所 

屋内：            ヶ所 

屋外：            ヶ所 

主たる浴槽 

（一般公衆浴場の場合） 

表面積           ｍ２ 

深 さ           ｃｍ 

表面積           ｍ２ 

深 さ           ｃｍ 

給水栓 個 個 

給湯栓 個 個 

シャワー 個 個 

換気設備 自然換気 ・ 機械換気（   ） 自然換気 ・ 機械換気（   ） 

外部からの 

見通し状況 

（屋外に設置された風呂場を含む） 

不可能 

可 （対応策：          ） 

不可能 

可 （対応策：          ） 

サウナ室 

有無 有 ・ 無 有 ・ 無 

設備 
温度調節設備・温湿度計・非常用ブザー 

その他（              ） 

温度調節設備・温湿度計・非常用ブザー 

その他（              ） 

床面等の材質   

床面の勾配 有 ・ 無 有 ・ 無 

室内を見通せる窓 有 ・ 無 有 ・ 無 

その他 手すり 
有（ 下足場 ・ 脱衣室 ・ 浴室 ・ 便所 ） 

無 

有（ 下足場 ・ 脱衣室 ・ 浴室 ・ 便所 ） 

無 

脱衣室及び浴室等で男女の区分がされていない場合は、使用形態及び使用方法 

使用形態： 

 

 

使用方法： 

 

 

 



 

 

浴槽設備 

貯湯槽 
 有 （ 設定温度      度 ・ 消毒装置（ 有 ・ 無 ）  

 無 

浴槽 

薬湯 
有 （ 男 ・ 女 ）（使用薬剤の名称：       ・ 使用薬剤の成分：      ）  

無 

打たせ湯 
有 （ 男 ・ 女 ）（使用水：                       ） 

無 

循環ろ過装置 

有  系統の数     系統、 ろ過能力 ：     ｍ３ / 時間 

ろ過能力 ：     ｍ３ / 時間 

無 

ヘアキャッチャー 有 （    基 ） ・ 無 

配管設備 
調節箱 有 （消毒方法：          ） ・ 無 

配管を有する水位計 有 （消毒方法：             ） ・ 無 

消毒方法 
有 薬剤注入場所（          ） ・ 注入方法 （自動（計測 ・ 定量） ・ 手動 ）  

無 

気泡発生装置等 

有   気泡発生装置 ・ ジェット噴射装置 

空気取入口の防塵対策： 

無 

配管の概略図 

※循環させる設備を設ける場合に記入してください （別添可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個室付き浴場（公衆浴場法施行条例（昭和31年岡山県条例第80号）第２条第２号ニに掲げる施設） 

個室の数 室 個室内の換気設備 自然 ・ 機械（          ） 

待合室の床面積 ｍ２ 個室内の床面材質  

脱衣場所の床面積（平均）  ｍ２ 個室内の衣類等の保管設備 ロッカー ・ 脱衣かご ・ その他（    ） 



 

 

 

【記入上の注意】 

1 該当する事項を○で囲むとともに必要事項を記入すること。 

 

【添付書類】 

1 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し 

2 一般公衆浴場にあっては、当該公衆浴場を中心とした半径 300 メートル以内の公衆浴場等

を明らかにした縮尺 3,000 分の１以上の正確な地図 

3 申請に係る公衆浴場の配置図、平面図並びに２面以上の立面図及び断面図 

4 温泉の含有物質又は医薬品等を原料として薬湯を使用する公衆浴場にあっては、入浴させ

る患者の種類及び公衆浴場法施行規則（昭和23年厚生省令第27号）第１条第３号に掲げる

医薬品等の分析表又は証明書 

5 その他知事が必要と認める書類 

 



 

 

様式第２号 

公 衆 浴 場 工 事 完 成 届 書  
 

   年   月    日 

 

 

岡山県知事  殿 

 

届 出 者 

 

住所 （法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏名
ふりがな

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

生年月日 年     月     日 

 電話番号  

 

公衆浴場の工事が完成したので、公衆浴場法施行細則(昭和32年岡山県規則第65号）第３条

第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

営 業 施 設 

所 在 地 
 

名 称 
 

許可年月日 年      月      日 

許 可 番 号 第      号 

完 成 年 月 日           年      月      日 

 



様式第３号 

公 衆 浴 場 営 業 承 継 届 書（譲渡用） 
 

   年   月   日 

 

岡山県知事 殿 

届 出 者 

 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏名
ふりがな

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

生年月日 年     月     日 

 電話番号  

譲渡により公衆浴場の営業者の地位を承継したので、公衆浴場法（昭和23年法律第139号）

第２条の２第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

営 業 施 設 

所 在 地  

名 称  

電 話 番 号  

許 可 年 月 日 年       月      日 

許 可 番 号 第      号 

譲 渡 人 

住所（法人にあっては、

主たる事務所所在地） 
 

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名） 
 

譲 渡 の 年 月 日 年      月      日 

添付書類 

1 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類 

2 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し 



 

 

様式第４号 

公 衆 浴 場 営 業 承 継 届 書（相続用） 
 

 

   年   月   日 

 

岡山県知事 殿 

届 出 者 

 

住所 

 

氏名
ふりがな

 

 

生年月日 年     月     日 

 電話番号  

相続により公衆浴場の営業者の地位を承継したので、公衆浴場法（昭和23年法律第139号）

第２条の２第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

営 業 施 設 

所 在 地  

名 称  

電 話 番 号  

許 可 年 月 日 年      月      日 

許 可 番 号 第      号 

届出者と被相続人との続柄  

被 相 続 人 

住 所  

氏 名  

相 続 開 始 の 年 月 日 年      月      日 

添付書類 

1 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）第247条第１項に規定する法定

相続情報一覧図の写し 

2 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相

続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 



 

 

様式第５号 

公 衆 浴 場 営 業 承 継 届 書（合併・分割用） 

   年   月   日 

 

岡山県知事  殿 

届 出 者 

 

主たる事務所の所在地 

 

名称及び代表者の氏名 

 

電話番号  

 

合併又は分割により公衆浴場の営業者の地位を承継したので、公衆浴場法（昭和23年法律第

139号）第２条の２第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

営 業 施 設 

所 在 地 
 

名 称 
 

電 話 番 号  

許 可 年 月 日 年      月      日 

許 可 番 号 第      号 

合併により消

滅した法人又

は分割により

営業者の地位

を失った法人 

①  

事 務 所 所 在 地  

名 称  

代 表 者 の 氏 名  

②  

事 務 所 所 在 地  

名 称  

代 表 者 の 氏 名  

合 併 又 は 分 割 の 年 月 日 年      月      日 

添付書類 

 （合併の場合）合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し 

 （分割の場合）分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し 



 

 

様式第６号 

公 衆 浴 場 営 業 変 更 届 書 

     年   月    日 

 

岡山県知事  殿 

 

 

 

 

公衆浴場営業について変更したので、公衆浴場法施行規則（昭和23年厚生省第27号）第４条の

規定により、次のとおり届け出ます。 

営 業 施 設 

所 在 地 
 

名 称 
 

許 可 年 月 日 年      月      日 

許 可 番 号 第      号 

変 更 内 容 

変 更 事 項 
 

変 更 前 
 

変 更 後 
 

変 更 理 由 
 

変 更 年 月 日 年      月      日 

 備 考  営業施設の構造設備を変更した場合は、変更内容を明示した図面を添付すること。 

届 出 者 

 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏名
ふりがな

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

生年月日 年     月     日 

 電話番号  



 

 

様式第７号 

 

公衆浴場営業 
停止 

届書 
廃止 

 

    年   月   日 

岡山県知事  殿 

 

届 出 者 

 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏名
ふりがな

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

生年月日 年     月     日 

 電話番号  

 

公衆浴場営業を    したので、公衆浴場法施行規則（昭和23年厚生省第27号）第４条 

の規定により、次のとおり届け出ます。 

営 業 施 設 

所 在 地 
 

名 称 
 

許可年月日 年      月      日 

許 可 番 号 第      号 

停止又は廃止の内容  全部停止 一部停止（          ） 廃止 

停 止 予 定 期 間      年    月    日 から 年    月    日 まで 

廃 止 年 月 日 年      月      日 

備 考  廃止の場合は、許可を受けていることを証する書面を添付すること。 

停止 

廃止 


